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COP23で話し合われたこと

nパリ協定の「ルールブック」作りの進展
– パリ協定の「実施指針（implementation guidelines）」作り

nタラノア対話の成⽴
– パリ協定の⾃⼰改善の仕組みの端緒

n「Pre-2020」：2020年までの取り組み強化
– 2020年までの取り組みを忘れていないか？

n資⾦⽀援の⾒通し
– 適応基⾦、パリ協定9条5項、「損失と被害」問題
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パリ協定のルールブック
– パリ協定を実施していくための細則作り
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国際的な積み重ねの上に今がある

国連気候変動
枠組条約

1992

京都議定書
1997

コペンハーゲン合意
2009

カンクン合意
2010

1995-現在まで

第1約束期間
2008-2012

第2約束期間
2013-2020

⾃主⽬標
2013-2020

1992 2010

パリ協定
2015

2020以降・・・

2015 2020

ダーバンプラット・フォーム
2011

ADP

2005

► 「条約」「議定
書」「協定」と呼
び名は違っても、
「国際条約」であ
ることは同じ。
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現在の交渉スケジュール

2015

2016

2017

2018

2020

パリ協定の採択

パリ協定の発効

パリ協定の「ルールブック」完成

パリ協定の実施へ

ルールブック策定に向けた交渉
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パリ協定には⾊々な要素が詰まっている

気温上昇を1.5℃／2℃未満に抑える世界

温室効果ガス
排出量削減
今世紀後半
実質ゼロ

気候変動影
響

の軽減対応
発⽣被害へ
の救済等

緩和 適応
損失と被害

各国の排出量削減⽬標
＋適応・資⾦・技術・キャパシティ・ビルディング

NDC（国別⽬標）

資⾦ 技術開発・移転 キャパシティ・ビルディング
（⼈材育成等）

5年ごとの
⾒直し
世界全体で
の進捗確認

段階的な改善
（2025・2030年
以降も視野に）

国連外の取り組み（企業・⾃治体・NGO）の取り込み

メカ
森林

「透明性」
枠組み
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「ルールブック」関係の主な議題

議題項⽬ 要するに・・・
3 国別⽬標（NDC）への指針 次回以降の国別⽬標に何を書き、どうやってそ

の進捗や達成を測るのか
4 適応報告への指針 適応報告に何を書くのか

5 透明性枠組みの様式・⼿続
き・ガイドライン

各国にどのように取り組みを報告させ、それを
国際的にチェックするのか

6 グローバル・ストックテイク
に関する事項

5年ごとの世界全体での進捗確認は、どのよう
な情報を基にどう⾏うのか

7 実施促進・遵守推進委員会の
様式および⼿続き

どのように、各国が国別⽬標を守るように促す
か。万が⼀守れなかった場合はどうするか

8 その他の事項 上記には含まれなルール関連事項

議題項⽬ 要するに・・・
11 パリ協定6条に関わる事項 新しい市場メカニズムをどのように設計するか

APA（パリ協定の特別作業部会）

SBSTA（科学および技術の助⾔に関する補助機関）
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主な対⽴点の例

NDC（国別⽬標）

緩和
（排出量削減）適応

資⾦ 技術 能⼒
構築

例１：NDCに対するガイダンス
（APA議題項⽬3）

＝⽬標達成の確認の仕⽅、次回⽬標を作る
際には、何を書くべきか

例2：グローバル・ストックテイク
（APA議題項⽬5）

先進国 AILAC

島嶼国

この議題では「緩和」
に重点を置きたい

LMDC
（中国、イ
ンド、サウ
ジアラビア
等）

NDCは全部含むは
ずだ！

レビューする
対象分野

緩和（排出量削減）

適応・レジリエンス構築

資⾦の流れ／⽀援

概ね合意
（※資⾦の部
分は・・？）

衡平性

損失と被害

インド

島嶼国

＝5年ごとの世界的な対策のレビューは、
何を情報源として、どのように⾏うのか
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⼀般的な交渉の流れと今回の到達点

各国の意⾒・アイディア出し

各国意⾒を⼀度、全部紙の上に過不⾜なく載せる

議⻑に各国の案を整理した草案を作ってもらう

各国が意⾒を出し合って、草案を練り込んでいく

政治的にしか解決できない問題を閣僚級会合で詰める

最終案完成è「ルールブック」採択

今回は
ここまで
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交渉の成果は・・・

APAの結論⽂書＝今後の作業⼿順 附属書＝各国の意⾒をまとめた⽂書
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Pre-2020
– 急浮上した「2020年までの取り組み強化」
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主要グループ

G77＋中国 EU

アンブレラ・グループ

EU28カ国

アメリカ、オーストラリ
ア、⽇本、ニュージーラ
ンド、ロシア、ウクライ
ナ、ノルウェー、カザフ
スタン・・・

AOSISBASIC

ツバル、フィジー、モ
ルディブ等、約40カ国

バングラデシュ、ネ
パール、エチオピア、
ソマリア等、約50カ国

LDC

AILAC
チリ、コロンビア、
コスタリカ、ペルー、
パナマ、グアテマラ

ブラジル、南アフ
リカ

LMDC

サウジアラビア

ボリビア、キューバ、
ニカラグア、ベネズ
エラ、・・・

中国、インド

ALBA

アンティグア・バー
ブーダ、・・・

EIG

韓国、メキシコ、スイ
ス、リヒテンシュタイ
ンなど

※この図は網羅的はありません。また、⼀部、メンバー国
の重なりを反映できておらず、あくまでおおまかな理解の
ための図とご理解下さい。
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「Pre-2020」問題とは？その背景と結論

2020年2020年まで 2020年以降

▶ 京都議定書第2約束期間
カンクン合意
＝先進国が取り組みを主導

▶ 資⾦⽀援の約束
先進国から途上国への公
的・⺠間資⾦の流れを年間
1000億ドル
緑の気候基⾦（GCF）への
拠出100億ドル

▶ パリ協定
＝全ての国が国別⽬標（NDC）を
掲げ、単純な先進国／途上国の⼆
分論から移⾏

▶ 資⾦⽀援については、引き続き、
先進国が主導しつつも、途上国の
中でも⾃主的に

▶ パリ協定のルール作り
＝原則、2020年以降の話が主

途上国の
不満

▶ 議論の場がない：先進国の努⼒不⾜が原因で2020年以降の取り組み
強化がより⼤変になっているのに、そのことを議論する場がない。

▶ 京都議定書ドーハ改定の批准・発効の遅れ：パリ協定交渉開始の前
提条件であったのに、未だに発効していない。

▶ アメリカの離脱宣⾔による不確実性増加：資⾦・技術・キャパビル
が前提で⽬標を⽴てている途上国も多い。

2018年、2019年のCOPで
2020年までの取り組みの進捗確認する場を設⽴
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「タラノア対話」の成⽴
– 環境NGOの観点からは⼀番重要な成果
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5年サイクルでの改善の仕組み

国別⽬標2

国別⽬標1

国別⽬標3

2015 2020 2025 2030

国別⽬標の
提出・事前協議

2035 ….

グローバル・
ストックテイク

2018
促進的対話

2019-20
2030年⽬標の
（再）提出・更新

2023
グローバル・
ストックテイク

2028
グローバル・
ストックテイク

2033
グローバル・
ストックテイク

2024-25
2035年⽬標？
の提出

2029-30
2040年⽬標？
の提出

2034-35
2045年⽬標？
の提出

京都議定書第2約束期間

カンクン合意⾃主⽬標

カンクン合意／
京都議定書 パリ協定

世界全体と国別の
2つのレベルで
強化が検討される

※アメリカ等を除き、
多くの国は2030年⽬標
を持っている

・・・・

「前進性」の原則
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UNEPの報告書が⽰す⼤きなギャップ

▶ 2℃℃⽬標→110億〜135億ギャップ
▶ 1.5℃℃⽬標→160〜190億のギャップ

（出所） UNEP (2017) The Emission Gap Report: An UN Environment Synthesis Report. UNEP.
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促進的対話＝「タラノア対話」の設計

1⽉ 4・5⽉ 9⽉ 12⽉

APA1-5
SB48

3つの質問
• 現状どこにいるのか？
• どこに到達したいのか？
• どのように到達するのか？
＋「2020年までの取り組み」も

COP24
カリフォルニア州
気候サミット

IPCC 1.5℃特別報告書

国連総会
特別サミット？

各国・企業・⾃治体・市⺠社会
等からの意⾒・情報提供

統合報告書

準備的フェーズ 政治的フェーズ

タラノア対話へのアプローチ

歓迎するCOP23決定
という⽂書に内容はまとめられ
によって発⾜が宣⾔された

野⼼の強化
へ向けた
決定！？

1年を通じて、政治的なモメンタムを創り出せるか？

今回の
成果

※「タラノア」
＝フィジーに⾔葉で、誰も
拒まず、オープンな対話
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資⾦⽀援の⾒通し
– 資⾦⽀援の予測可能性を求める途上国
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資⾦⽀援の⾒通し

争点 何が話し合われたか 結果
適応基⾦ 京都議定書の下で設⽴された同

基⾦をパリ協定の下で継続させ
るかどうか。前回のCOPから継
続しての議論。

昨年のCMA決定では適応基⾦はパ
リ協定下でも「活⽤されるべき
（“should”）」という表現だった
ものが、CMPでは「活⽤されなけ
ればならない（”shall”）」という
表現に。ただし、今後の交渉の内
容に沿うという条件は変わらず。

パリ協定9条5項 同条項は先進国が資⾦提供の⾒
通しを隔年で報告することを定
めている。その部分のルールの
詳細を作成するプロセスを設⽴
することを、特に終盤はアフリ
カ諸国が強く主張。

SBIにこの作業を付託する。
その内容については議⻑がまとめ
た⾮公式メモを参照することに。

「損失と被害」 この分野についての資⾦⽀援の
あり⽅について具体的に議論す
る場を作るか作らないか。島嶼
国等はこの点を強く主張。

2018年4〜5⽉会合に⼀度専⾨家会
合を⾏い、2019年に再度議論する
ことに。

▶ 途上国は資⾦⽀援の予測可能性を強く強調している。
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まとめ

n「ルールブック」策定作業はやや遅いペース
– 国連気候変動交渉のペースとしては予想の範囲内だが

COP24という締切を考えると遅い
n「2020年までの取り組み」を議論する場の設定

– 政治化しがちな問題であるが、⽇本⾃⾝の⽬標を⾒直すよい
チャンス

n「タラノア対話」を活かさねばならない
– いかに、削減⽬標改定へ向けてのおぜん⽴てを整えるか
– 企業、⾃治体、市⺠社会からも積極的に、やっている取り組み
およびやるべきことを国際発信することが重要

n資⾦⽀援
– 意味があり、インパクトのある資⾦他の⽀援のあり⽅を考える
必要がある

– 「⺠間資⾦優先 vs 公的資⾦優先」を超えて



これからもご⽀援をどうそよろしくお願い申し上げます

http://www.wwf.or.jp/join/
http://shop.wwf.or.jp


